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第３ 原爆被爆者対策

１ 援護の仕組みと援護施策の概要

（１）原子爆弾被爆者に対する援護の仕組み

原爆症の認定→ 認定を受けた者には医療特別手当（月額 154,090 円）を支給

【全国の支給対象者４，７５５人】（令和６年度末）

※手当額は令和７年４月以降の額

被爆者の疾病について①原爆放射線に起因し、

②現に医療を要する状態 にあるかを認定

○国が設置する原子爆弾被爆者医療分科会にて専門的な観点から客観的に審査し、

厚生労働大臣が認定

「厚生労働大臣は原爆症認定を行うに当たっては政令で定める審議会(*)の意見

を聴かなければならない」（被爆者援護法第１１条第２項）

  *政令で定める審議会＝ 疾病・障害認定審査会（原子爆弾被爆者医療分科会）

原子爆弾被爆者に対する援護として、被爆者が受けた放射能による健康被害という、他の  

戦争犠牲者には見られない「特別の犠牲」に着目し、国の責任において、医療の給付、各種   

手当の支給等、総合的な保健・医療・福祉施策を講じている。

援 護 措 置

１ 医療の給付（医療費の無料化）

２ 各種手当の支給

○健康管理手当 月額： 37,900 円

【全国の支給対象者約８．１万人（令和６年度末） 】（被爆者の８１％が受給）

○医療特別手当 月額：154,090 円

【全国の支給対象者４，７３８人（令和６年度末）】 など

※手当額は令和７年４月以降の額

３ 健康診断の実施（年２回）

４ 福祉事業の実施（居宅生活支援、原爆養護ホーム事業など）

被爆者の範囲 以下のいずれかに該当する者であって「被爆者健康手帳」の交付を受けた者

【全国の手帳保持者 約９．９万人】（令和６年度末）

① 原爆投下の際「被爆地域」（広島市・長崎市の区域・隣接地域）に在った者

② 入市被爆者（原爆投下後２週間以内に爆心地付近（約２ｋｍ）に入市した者）

③ 救護等被爆者（放射能の影響を受けるような事情の下にあった者）

④ 上記①～③被爆者の胎児

13



○原爆養護ホームへの入所を希望

する者

*身体上又は精神上の障害のため、

日常生活に支障があるもの等

○介護保険法に規定する訪問介護

サービス等を希望する者

*低所得者の被爆者で介護保険法

による認定を受けている者

原爆投下当時の広島市・長崎市の区域及びそれに隣接する政令で定める区域内にいた者等

《被爆地域》

一

定

の

要

件

を

満

た

し

た

者

・全額国費による医療費の支給

・医療特別手当       

月額 154,090 円（R7.4 現在）

[原爆症の治療＋手当の支給]

*原爆放射線が原因で疾病にか

かっている者

*厚生労働大臣が国の「審査会」

の意見を聴いたうえで認定

原爆症の認定

を受けた者

[代表例：健康管理手当]

*一定の疾病にかかっている者

*広島市長、長崎市長、都道府県知事

がそれぞれの｢審査会｣の意見を聴い

たうえで認定

*原爆の影響によるものでないことが

明らかな場合は不支給

各手当の支給要件該当

の認定を受けた者
申請が認められた者

○健康管理手当

・月額 37,900 円（R7.4 現在）

○この他に、保健手当、特別手当、  

原子爆弾小頭症手当、介護手当、

葬祭料がある

[手当等の支給]
○原爆養護ホームへの入所
・食費、居住費以外は自己負担なし
・ショートステイも実施
○介護保険法に規定する訪問介護サー
ビス等の利用

・自己負担なし

[福祉サービスの提供]

【健康診断】自己負担なし

・年２回(一般)

・希望者には更に年２回（うち１回はがん検診）

【医療】

・医療保険の自己負担分を国費で補填（一部例外を除き、全ての疾病）

・介護保険の医療系サービスの自己負担分（１割～３割）も国費で補填

【福祉サービス】

・特別養護老人ホームの入所やデイサービスの利用時などの自己負担分（１割～３割）

を公費で補填

全員

広島市長・長崎市長・都道府県知事が認定して「被爆者健康手帳」を交付

《被 爆 者》

（２）原爆関係の主な援護施策の概要
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